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総合科学技術会議 第１０４回評価専門調査会 

議事録 

 

日 時：平成２５年１１月２６日（火）１５：０５～１７：１５ 

場 所：中央合同庁舎第４号館 共用第４特別会議室（４階） 

 

出席者：久間会長、原山議員、橋本議員、 

    相澤委員、天野委員、石田委員、射場委員、上杉委員、 

    上野委員、河合委員、白井委員、高橋委員、玉起委員、 

    福井委員、松岡委員、松橋委員、村越委員 

欠席者：平野議員、伊藤委員、長我部委員、竹中委員、中村委員、 

事務局：中野審議官、森本審議官、山岸審議官、北村参事官、 

    末松ディレクター、井上企画官、野尻補佐、管野上席調査員、 

増田上席調査員 

説明者：文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 板倉課長 

          〃           彦惣専門官 

    経済産業省 地域経済産業グループ地域新産業戦略室 浜辺室長（参

事官） 

    経済産業省 産業技術環境局大学連携推進課 佐藤課長 

 

議 事：１．国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップ結果につい

て 

      ・日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮称）

に係るシステム開発 

    ２．国家的に重要な研究開発の事後評価について 

      ・再生医療の実現化プロジェクト 

      ・地域イノベーション協創プログラム 

    ３．その他 

（配布資料） 

  資料１   国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップについ

て（平成２５年９月５日 評価専門調査会） 

  資料２－１ 「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発」の事前評価のフォローアップ結果

（案） 

  資料２－２ 日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発の概要 
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  資料３   総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に重要な研究

開発「再生医療の実現化プロジェクト」（文部科学省）の事

後評価について（案） 

  資料３参考 「再生医療の実現化プロジェクト」について 

  資料４   総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に重要な研究

開発「地域イノベーション協創プログラム」（経済産業省）

の事後評価について（案） 

  資料４参考 「地域イノベーション協創プログラム」の概要 

  資料５   国家的に重要な研究開発「新たな農林水産政策を推進する実

用技術開発事業」（農林水産省）の事後評価について 

 

 参考１    総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価

について（平成１７年１０月１８日、総合科学技術会議） 

 参考２    総合科学技術会議が事前評価を実施した研究開発に対する事

後評価の調査検討等の進め方について（平成２１年１月１９

日、評価専門調査会決定） 

（机上配布のみ） 

 参考資料１ 「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発」の事前評価のフォローアップの調

査検討に係る一連の資料 

（机上資料） 

  国家的に重要な研究開発「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津

波速報（仮称）に係るシステム開発」の評価結果（平成２３年１２月１５

日 総合科学技術会議） 

  国家的に重要な研究開発「再生医療の実現化プロジェクト」について（平

成１４年１２月２５日 総合科学技術会議） 

  総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「地域イノベ

ーション協創プログラム」について（平成１９年１１月２８日 総合科学

技術会議） 

  国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成２４年１２月６日） 

  科学技術基本計画（平成２３年８月１９日 閣議決定） 

 

議事概要： 

 

【久間会長】 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第

１０４回評価専門調査会を開催させていただきます。 
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 それでは、本日は議事次第に示しておりますように、２件の議題を用意して

おります。 

 １つ目は、国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップ結果につい

て、２つ目が国家的に重要な研究開発の事後評価についてです。 

 最初のフォローアップにつきましては、日本海溝海底地震津波観測網の整備

及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発の結果案について御検討いただ

き、取りまとめを行いたいと思います。 

 それから、２つ目の事後評価につきましては、１つが再生医療の実現化プロ

ジェクト、もう一つが地域イノベーション協創プログラム、これの事後評価の

進め方についてお諮りするものです。 

 最初の日本海溝の地震関係のフォローアップについてですが、前回のように

余り細かいところに突っ込まず、文科省で評価した結果ですので、大局的な立

場からの御発言をお願いします。 

 それでは、事務局より配布資料の確認をお願いします。 

【井上企画官】 お配りの議事次第を御覧いただけますでしょうか。議事１、

２、３の下に配布資料のリストをつけてございます。 

 資料１、２－１、２－１、３、資料３参考、４、資料４参考、５とございま

して、あとリストから落ちておりますが、資料５参考というのを急遽、後から

配布しておりますので、それも追加で確認をいただければと思います。 

 また参考１、参考２がございます。 

 それから、机上配布のみということでブルーのファイルでございます。参考

資料１と書いてございますが、フォローアップ案件、こちらのほうのフォロー

アップ検討会等での一連の調査検討に係る資料をおつけしてございます。 

 また、事前評価の際の評価結果、それからフォローアップ結果、それから大

綱的指針と科学技術基本計画ということで５点の机上資料を机の上に置かせて

いただいております。 

 なお、「机上配布のみ」と書いてございますファイル、参考資料１と机上資

料につきましては、この会議終了後に席の上に置いておいて帰っていただくよ

うお願いいたします。 

 以上でございますが、資料の過不足等ございませんでしょうか。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 １つ目の議題は、日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報（仮

称）に係るシステム開発のフォローアップ結果についてです。 

 本事業につきましては、１０月２８日にフォローアップ検討会を開催し、調

査検討を行っていただきました。本日は、そのフォローアップ結果案について
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御審議いただきまして決定いただきたいと思います。 

 審議の進め方ですが、まず事務局から調査検討の経過を説明した後、フォロ

ーアップ検討会の上杉座長からフォローアップ結果について２０分程度で御説

明いただきます。その後、討議を２０分ぐらい行いたいと考えています。 

 それでは、これまでの調査結果の経緯について、事務局から説明してくださ

い。 

【井上企画官】 それでは、御説明をさせていただきます。 

 まず資料１を御覧いただけますでしょうか。 

 去る９月５日の評価専門調査会におきまして本フォローアップにつきまして

の進め方についてフォローアップ検討会の設置も含めて御承認をいただいた資

料でございます。 

 この評価専調でのお認めを踏まえまして進めたところでございますが、資料

２－１の１０ページと１１ページ、１０ページを開いていただけますでしょう

か。 

 フォローアップ検討会につきましては、上杉専門委員に座長をお願いしてご

ざいます。また上野委員、高橋委員にもフォローアップ検討会に御参加をいた

だきました。また、そのリストにございます４名の方々に、専門的観点から御

審議いただくため、外部有識者として招聘をさせていただいてフォローアップ

検討会を設置したものでございます。 

 右の１１ページを御覧いただけますでしょうか。 

 １０月２８日にフォローアップ検討会を開催してございます。事業の進捗状

況、また事前評価における指摘事項への対応状況について調査を行いまして、

事務局から論点ペーパーをお示しした上、御議論をいただいて、それを踏まえ

まして、各委員ご確認の上フォローアップ結果案を取りまとめたと、こういっ

た経緯になってございます。 

 【久間会長】 ありがとうございました。 

 続きまして上杉座長からフォローアップ結果について御説明をお願いします。 

【上杉委員】 それでは、私のほうから資料２－１及び２－２に沿ってフォロ

ーアップ結果についての案を御報告したいと思います。 

 まず、資料２－１の１枚めくっていただいて２ページ目から事業の概要とい

うところをざっと御説明して、その後フォローアップの検討結果について御報

告したいと思います。 

 ２ページ目の「１．１．概要」の第３パラグラフあたりから読ませていただ

きます。 

 本事業は、（１）「日本海溝海底地震津波観測網の整備」として、地震計、

水圧計を配したケーブル式の観測網を東北地方太平洋沖に整備するとともに、
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（２）「緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発」として、本観測網による

観測データを活用した高精度な津波即時予報予測システムの開発を行うことを

目的とするものである。 

 この辺のところは、資料２－２の１ページ、それから２ページ等に概要が書

いてありますので、あわせて御覧いただければと思います。 

 それから、配置につきましては、同じく資料２－２の３ページ目に大きな図

で配置図が出ておりますので、それも御覧いただければというふうに思います。 

 ２－１に戻って御説明します。 

 また、「日本海溝海底地震観測網の整備」は、平成２３年度から平成２６年

度までの４年間、「緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発」については平

成２４年度より平成２６年度までの３年間で実施する計画のものであり、事業

全体に係る予算額は、事業開始当初において国費総額約３２９億円を予定して

いたものであるということでございます。 

 続きまして、これまでの事業の経過について書かれておりますが、本事業は

計画どおり平成２３年度より開始され、「日本海溝海底地震津波観測網の整

備」については、平成２３年度より観測装置の製造が行われており、平成２５

年度より整備する海域へのケーブル式観測網の整備が行われている。 

 また、「緊急津波速報に係るシステム開発」については、平成２５年度に観

測データ解析方法の検討が行われております。 

 この辺のところは、先ほどの資料２－２の例えば２ページ目には、その両方

の開発についての意味づけ、それから観測網配置の整備状況につきましては、

年度ごとのスケジュール表ということで４ページ目、それから実際に整備が既

に２５年度、今年度から配備が始まっておりますけれども、その様子が５ペー

ジ目に出ておりますので、御覧いただければと思います。 

 続きまして、実際のフォローアップを検討した結果について御報告いたしま

す。 

 このフォローアップ検討会におきましては、文部科学省から現時点までの事

業の実施状況や事前評価において示された指摘事項への対応状況等を聴取しま

して、その確認及び今後の課題等を把握したものでございます。 

 これに基づきまして、本日ここにお示ししますのは、評価専門調査会のワー

キンググループとしてフォローアップ結果を取りまとめたものでございます。 

 ヒアリングの項目としましては、３ページ目に書いてありますように事業の

実施概要、特に事前評価における指摘事項等への対応状況の確認が主になって

おります。 

 続きまして、その結果について御報告いたします。 

 ３でございますが、最初にフォローアップ結果の総括として、「事前評価に
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おいて指摘した事項について、観測網を敷設する海域に関する検討、ユーザの

ニーズの把握の体制の整備、責任分担の明確化に関して具体化が図られている

と認められる。 

 しかしながら、技術移転プロセス、関係機関との連携については課題がある

ものと考えられる。」と書いてあります。 

 こうした観点に立って、引き続き本研究開発を進めるに当たり、以下の指摘

事項について対応を求めるものであるということにしております。 

 続きまして、事前評価での指摘事項に対して対応がどのようにとられている

かということが書いてあります。 

 全部読み上げます。 

 事前評価での指摘事項、まずは観測網を敷設する海域についてですが、本事

業では、２５年度以降に観測網を整備する予定となっている海域、福島沖、宮

城沖、十勝沖等については、十勝沖では２００３年、福島沖、宮城沖では２０

１１年に巨大地震が発生していることもあり、優先して整備することの必然性

の度合いが現時点では必ずしも明確ではない。 

 このために、文部科学省に設置されている地震調査研究推進本部において、

「海域を中心とした地震観測網の強化等を総合的に推進する。」と示された方

針について、観測機器の仕様や日本列島周辺海域全体の海域における観測網の

整備の地域的優先順位を含め、具体的にどう進めていくかという計画を検討し、

これを明らかにした上で、当該海域での観測網の整備を進めるべきである。 

 ということが、事前評価の時点では指摘事項でありました。 

 これに対しまして、どのような対応状況になっているかというお答えであり

ますが日本列島周辺海域全体における観測網の整備については、机上青いファ

イルの２という資料の２５ページに記載されています文部科学大臣を本部長と

する地震調査研究推進本部において、東日本大震災の教訓を踏まえて見直した

「新たな地震調査研究の推進について」という答申がございますが、それに沿

って「海域における重点的な地震観測網の整備」というものが掲げられており

ます。 

 これに沿って、今回観測網の整備ということが進められるわけでありますが、

そこでは、特に調査観測研究を推進すべき対象として、東海・東南海・南海地

震、いわゆる南海トラフと日本海溝・千島海溝が示されている。このうち、日

本海溝については今後も活発な余震活動・誘発地震のおそれがあること、千島

海溝についても大きな被害をもたらし得ることが理由として挙げられておりま

す。 

 海域における特に観測網の優先順位のような話がありますが、南海トラフに

ついては、東日本大震災の以前より、東海地震の震源域には気象庁が海底地震
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計を整備済みであり、また東南海・南海地震の、いわゆる南海トラフの震源域

には海洋研究開発機構が海底地震津波観測網、ＤＯＮＥＴ１及び２の整備を進

めている。このうちＤＯＮＥＴ１については、既に本格運用中である。また、

ＤＯＮＥＴ２については、東日本大震災を踏まえ、平成３１年度完成予定であ

った計画を前倒しして、平成２７年度中の完成を目指しているということにな

っております。 

 この配置につきましては、資料２－２の７ページにＤＯＮＥＴの１、２、そ

れから気象庁の東海沖の海底地震計の配置状況、それから今回の計画でありま

す日本海海底地震津波観測網の配置がそれぞれ示されておりますので、御覧く

ださい。 

 一方、日本海溝・千島海溝については、観測点がこれまでほとんどなかった

ということです。ということで、地震調査研究推進本部の決定を踏まえ、本事

業により観測網を整備することとしたということでございます。 

 観測機器の仕様については、防災科学研究所が本事業の運営のために設置し

た「日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会」において─こ

の運営委員会については後ほど御説明いたします。そこで検討した結果、対象

海域が広範囲に渡ることから、商用通信ケーブルの技術を応用し広域に整備で

きるケーブル一体型の観測網、地震計・水圧計を備えたものですが、これの観

測装置は既に気象庁が東海地震を対象に整備し実績のあるものの発展型を採用

という対応がされているという報告でございます。 

 このケーブル一体型の観測装置、資料２－２の５ページに既に配備が始まっ

ている様子の写真で御覧いただけるかと思います。 

 続きましての事前評価での指摘事項ですが、実用化に向けた手順の明確化に

ついてという指摘をしております。 

 「緊急津波速報に係るシステム開発」については、津波情報の即時予測がで

きるシステムのコアとなるアルゴリズムをプロトタイプとして開発し、それを

実用化するに当たっては、気象庁において構築する実用システムのプログラム

に技術移転するとしているが、これをどのような形で行っていくのか具体的な

手順が事前評価の時点ではまだ示されておりませんでしたので、その点を指摘

しております。 

 そのほか下に書いてありますのも、そういった移転のプロセスについてどう

持っていくのか、それからその活用体制の構築に係る具体的な目標、それから

地方公共団体との連携、そのようなことについて明確にする必要があるという

指摘をしております。 

 実は、ここでこの事前評価での指摘の後に実際の実施体制として大きな変更

がございました。そこが対応状況の最初に書いてございます。 



－8－ 

 「緊急津波速報に係るシステム開発」について、事前評価を受けた時点にお

いては、大学、気象研究所等が参画した委託事業による研究開発が想定されて

おり、それに対しての指摘事項だったわけでございますけれども、その後、必

要な要素技術の研究開発を行うに当たり、観測データの取得や観測機器の調整

の点で、観測網の整備主体が実施したほうが効率的であること、観測データの

即時の解析等に関する知見を有することから、実施段階に入り、防災科学技術

研究所がこれらの要素技術の研究開発から津波の予測技術の高度化に係る研究

開発まで一貫して取り組むことにしたということで、事前評価の時点というか、

事業が始まる前には、その辺が合議体で進めるような形になっておったのが、

全体を防災科学技術研究所が取りまとめて行うということに大きく変わりまし

たので、事前評価に対する対応というよりは、それをどうやって進めていくか

という形の対応状況のお答えになっております。 

 次のページ、６ページ目にそのことがずっと書いてございますが、防災科学

研究所は、研究開発を進めるに当たって、日本海溝海底地震津波観測網の活用

について、関係機関のニーズ把握や関係機関との調整を行うため、気象庁等の

行政機関、海洋研究開発機構等との研究機関、地方公共団体等が参加する「日

本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会」を設置しているという

ことです。先ほどちょっと申しましたこの運営委員会でございますが、どのよ

うな構成になっているかという名簿が資料２－２の１２というページが振って

あるところに記載されておりますので、御覧ください。 

 その前のページ、１１ページと振ってあるところに、ここが当初と申します

か、事前評価をやった時点と実際に事業を始めるに当たって体制が大きく変わ

ったという変更点が記載されております。 

 ということで、文部科学省の下で防災科学研究所がこの全体を一貫して行う

という形に変わったという説明が書いてございます。 

 さらに対応状況を進めますと、６ページの２パラ目でございますが、平成２

５年度中に、日本海溝海底地震津波観測網の一部運用を開始する予定である。

既にこれは始まっておりますが、平成２５年９月に本運営委員会のもとに「海

底地震津波観測データ利活用ＷＧ」を設置し、今後、観測データの表示方法等、

データの活用方法に集中して気象庁や地方公共団体と検討を進めることとして

いる。この利活用ＷＧについては、資料２－２の最後のページに構成メンバー

が書いてあります。利活用ＷＧがこういう構成で開始されているということで

ございます。 

 気象庁とは、これら運営委員会及びワーキンググループの場に加え、さらに

別途整備する観測機器の仕様や観測データの解析方法、伝送方法、観測点配置

等について議論を行い、気象庁に伝送するデータの経路、種類、フォーマット
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等について仕様に反映させている。 

 また、日本海溝海底地震津波観測網から得られる観測データを活用した津波

予測技術の高度化研究に関する成果を気象庁に技術移転することについては、

防災科学研究所は気象庁と連携し、震源決定に必要な地震計の特性に関する検

討や、海域と陸域の観測データの統合処理方法に関する検討、緊急地震速報に

利用するために必要な観測データの解析方法や伝送方法の検討を進めていると

されています。 

 地方公共団体等との連携及びニーズ把握については、先ほどの運営委員会の

場や地方自治体の主に防災・機器管理担当部署を窓口とする連携において、地

域勉強会の開催や地方公共団体への講師派遣などによって、地方公共団体のニ

ーズを把握し、実施に当たっての時期や内容について検討をしている。 

 今後は、「海底地震津波観測データ利活用ＷＧ」─先ほどのワーキンググ

ループでございますが、そこを通じて、地方公共団体への当該海底地震津波観

測網の観測データの提供等の更なるニーズを聴取しつつ、検討を進めていく予

定であるという対応状況の報告を受けております。 

 この結果、当フォローアップ検討会としましては、今後の指摘事項として、

「システム開発において、気象庁や地方公共団体等からのニーズの把握のため、

「日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営委員会」及び「海底地震津

波観測データ利活用ＷＧ」の体制が整えられているが、気象庁との技術移転プ

ロセスについて検討中であることから、本格的なシステム開発までには明確に

しておくことが必要である」という指摘をしております。 

 また、「なお、津波高の即時予測技術の高度化研究については、当初掲げま

した想定している開発目標に向けて着実に研究を進めるとともに、気象庁等の

関係機関と緊密に連携し、次世代の津波注意報・警報等の実現に資する開発を

進めることが重要である。また、地方公共団体等との連携方法やシステムの活

用方法に関して、地域勉強会の開催、地方自治体への講師派遣等を通じて、地

方公共団体等のニーズを把握するとしているが、連携方法やシステムの活用方

法等の手順はまだ検討中であることにより、本格的なシステム開発までに明確

にしておく必要がある」という指摘をしております。 

 続きまして、事前評価の時点では、指摘事項として、的確なマネジメント体

制が構築されているかという指摘がございました。下の四角の中に指摘事項と

して、それぞれそういうことが細かく書いてありました。 

 ただ、これは先ほど申しましたように、その後実施体制が大きく変わりまし

たので、実は、この指摘事項それぞれに直接対応するというよりは、実際に現

在どうなっているかという回答という形でいただいております。 

 要するに、マネジメント体制、あるいは責任体制をしっかりしていただきた
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いという指摘であったことに対して、それにどう対応しているかというお答え

だというふうに御覧いただければと思います。 

 その対応状況としまして、「システムの研究開発について、事前評価を受け

た時点では」という、これは先ほどのことが繰り返しで書いてございます。要

するに、体制が変わりましたということを最初に述べて、その後の対応が説明

してあります。 

 「各機関の役割について、防災科学研究所は、日本海溝海底地震津波観測網

の整備を進めるとともに、「日本海溝海底地震津波観測網の整備に関する運営

委員会」を通じて、気象庁や地方公共団体等関係機関と調整を行いながら、当

該海底地震津波観測網の観測データを活用した津波の予測技術の高度化に係る

研究開発を進めている。 

 気象庁は、緊急地震速報や津波警報等の警報業務とその高度化を行っている

ことから、日本海溝海底地震津波観測網の観測データの警報業務への活用を検

討する。 

 海洋研究開発機構は、南海トラフでの海底地震津波観測網、ＤＯＮＥＴの整

備を進めており、津波警報の高度化については、ＤＯＮＥＴデータを気象庁に

既に配信済みであり、かつ気象庁の津波警報高度化の研究会に参加し連携して

いる。また地方公共団体等における観測データの利活用について、既に調整等

を行っていることから、それらに関する知見を提供する。」 

 このような形の連携でやっていくと回答でありました。 

 最初に書いてありますように、あくまでこの研究開発については、要素技術

の研究開発から津波の予測技術の高度化に係る研究開発まで防災研が一貫して

取り組むということで、責任体制をはっきりさせているという対応状況という

ことでございます。 

 ということで、今回の指摘事項でございますけれども、「「日本海溝海底地

震津波観測網の整備に関する運営委員会」を通じて、気象庁、海洋研究開発機

構等との連携体制は整えられ、役割分担も明確になっている。今後は、気象庁

への技術移転に向けた取り組みや南海トラフの観測網整備の主体である海洋研

究開発機構と具体的なノウハウの共有化を進めるなど、有機的かつ緊密な連携

の効果を一層発揮していくことが必要である。」 

 ということにさせていただいたところであります。 

 報告は、以上でございます。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 大分すっきりしたと思いますが、ただいまの説明に関して御意見等ありまし

たら、お願いします。 

 どうぞ。 
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【石田委員】 筑波大学の石田でございます。 

 必ずしも的を射た質問ではなく、確認でございますけれども、やはり南海ト

ラフ地震のことが非常に気になっております、一国民として。 

 そこで、この領域については、ＤＯＮＥＴ１及びＤＯＮＥＴ２があるからい

いんじゃないのという、そういうことのようでございますけれども、観測シス

テムそのものの性能に差があるのか、ないのかという点を１点確認したいとい

うことと、最後のマネジメントの体制のところで早期の緊急津波警報システム

の開発というソフトウエアの開発に両者が本当に同じものを目指していこうと

いう、そういう緊密な関係なのか。やはりこっちと向こうで違うものを目指し

てお互いに連携しようという、それぐらいのニュアンスのことなのかというこ

とについてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【久間会長】 それでは２点、上杉座長からお願いします。 

【上杉委員】 最初の問題ですけれども、当然南海トラフのところの地震の心

配といいますか、それにつきましては、事前のときから続いて、常に議論があ

りましたし、検討会においても大きな議論がございました。 

 我々の理解では、ここにつきましてはいわゆるＤＯＮＥＴ１は既にもう配置

されて、それから引き続きＤＯＮＥＴ２、これは先ほどの文にも書いてありま

すように、当初、平成３１年までにやるということを予定していたものを２７

年度までに４年間前倒しをして一層早く配置をして整備をするという形で、そ

こはそこで既にしっかりやっているが、片やこちらの日本海溝のほうは、これ

までほとんど観測網はなかったということがございますので、こちらを優先と

いうよりは並行してやらなければいけませんね、という形で今回のこの事業は

進められているということです。特に、日本海溝のところは、２－２のページ

７と書いてあるところを御覧いただければと思いますけれども、大変領域が広

いものですから、ＤＯＮＥＴのように南海沖のほうは割に震源域が特定されて

いるので配置もしやすいということに対して、こちらは大変領域が広いので、

ああいったＤＯＮＥＴと同じような形式のものでは余りよくないだろうという

ことで、このようなラインでつながった観測整備網を置くということがこの推

本の議論からも決定されたということで理解をいたしました。 

 方式につきましては、そういうこともありまして、多少データの取り扱い、

観測網の配置も違いますので、そのまま同じソフトを使うこともできないとい

うこともあるようでございます。 

 ただ、地震計、水圧計等については比較的同じような系統の、といいますか、

むしろ東北沖のほうがＤＯＮＥＴのものの発展型だというふうに聞いておりま

すけれども、そういうことで共通といいますか、協調して扱えるものはもちろ

ん緊密に連絡をとりながらということですが、ソフトなどをつくる上では必ず
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しも同じではできないということで、できる限り協力しながら進めていくんだ

というふうに伺っております。 

 よろしいでしょうか。 

【久間会長】 本来、プロジェクトが始まる前に、南海トラフに関するいろい

ろな施策をこちらに使えるものは使えるような提案であるべきだったと思いま

すが、ようやくきちんと連携ができるようになったということです。 

 ほかに御質問等ありましたら。 

 どうぞ。 

【天野委員】  

今回お話を聞いて、体制や内容などがよくわかりました。その中で気になった

のは地方公共団体との連携です。一口に地方公共団体と言っても地方公共団体

ごとにポテンシャルも違えば、場所や、ニーズも違うと思いますので、この違

いをどのように対処していくかを本格的なシステム開発までに明確にしておく

必要があると思います。これについて地方公共団体と文科省さんだけじゃなく

て、国全体として、何か動きがあれば、現状で結構ですので教えていただきた

いのですが。 

【久間会長】 事務局からお願いします。 

【上杉委員】 事務局から現状について何か御報告いただけますか。 

【久間会長】 地方公共団体のニーズをどう吸い上げるかは非常に重要な問題

です。具体的にどうやって決めていくかは、これからの課題です。先生のお話

はちゃんとお伝えしますけれども、具体的施策は、多分できていないと思いま

す。 

 井上さん、どうぞ。 

【井上企画官】 今回の議論の中で用意させていただいた資料の中でお示しで

きていない部分ですが、当然今回この地震調査推進研究本部が新たに法律のも

とに一元的な推進機関として位置づけられて、こういった大きな方針を示しな

がら進めている中で、当然自治体との連携というものが重要なこととして進め

られていることかと思いますが、具体的内容は説明できるだけの情報が十分ご

ざいません。確認をさせていただきます。 

【上杉委員】 ワーキンググループの議論の中でも当然その話は出ました。実

際に例えば、データが上がってきたところで、それを皆さんに分配できるよう

なシステムがあるということで、今この利活用ワーキンググループというとこ

ろに鉄道総合技術研究所や地方公共団体も今千葉県の方だけが入っておられま

すが、ほかにも、通信関係であったり、データを実際に使いたいところが、こ

こにそういう形で入っていただいて利活用を検討して戴くというような形も含

め、公共団体のニーズ、あるいは連携をどうやってやりたいかということを主
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として、この利活用ワーキンググループを通じてやっていきたいというような

御報告があったかと思います。 

 それについては、まだまだそこは検討中であるということなので、そこはし

っかりする必要があるという指摘事項にさせていただきました。 

【久間会長】 多分、各地方公共団体によって微妙にニーズが違ってくると思

います。ですから、どこまでが全ての地方公共団体に共通のプラットフォーム

であって、どこをカスタムにするかを、委員会で煮詰められていくようにして

もらいたいと指摘しておきます。 

 どうぞ。 

【河合委員】 ３つほどあるのですけれども、１つは、先ほどあった指摘と同

じで海洋研究開発機構のＤＯＮＥＴとの関係なのです。それに関して指摘事項

「３．３．マネージメント体制の構築について」という対応状況のポツが４つ

あって、その４つ目に「海洋研究開発機構は」で始まるフォローアップ結果

（案）の８ページの真ん中より、やや下のところにあります。そこの文章、

「海洋研究開発機構は、南海トラフでの海底地震津波観測網（ＤＯＮＥＴ）の

整備を進めており、気象庁と連携している」ということが書いてあって、最後

に「地方公共団体について、データ利活用について、既に調整を行っているこ

とから、それに関する知見を提供する。」という文があるのですけれども、こ

の文自体が、意味がとれません。つまり、誰が誰に知見を提供するのか、この

文章に書かれていない。それがまず１点です。 

 もう一つは、ＤＯＮＥＴが南海トラフに関しては既に配置されているけれど

も、それでカバーされていないところを今回行うということで、それに関して

は、この青いファイルの資料２の１０ページ、１１ページのところに割と詳し

い議論がなされています。 特に参考１－６、１０ページのほうを見ると、も

との案では、そうは言いながら、もっと南のほうまで展開したほうがいいので

はないかというようなコメントが幾つも専門家の方から出されているようです。 

それで、そういうことも含めた上で、多分配置を観測網の整備を考えるべきで、

進めるべきであるという指摘がなされたものと思うのですけれども、実際にこ

ういうコメントを反映させて、配置に関して少し変更はなされたのでしょうか

というのが質問の第２です。 

 質問の第３は、海洋研究開発機構のＤＯＮＥＴと今回の防災科学技術研究機

構の日本海溝海底地震津波観測網、それが独立並行して進むとのはいろいろな

事情でそうなるのは仕方ないという説明なのだと思うのですが、実際に両方を

統括するような全体を見渡して予測に関して方向を決めるとか、何か宣言を出

すとか、そういうようなこれの上位的な司令塔みたいなものは存在するのでし

ょうかと。それが第３点です。 
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【久間会長】 最初の御質問ですけれども、これは話の流れから海洋研究開発

機構から防災科研にいろいろなノウハウが伝わると読みとれるのではないかで

しょうか。 

【上杉委員】 そういうことと理解しておりますけれども、よろしいでしょう

か。 

【久間会長】 それから、２つ目の配置が変更されたかどうかは、どうですか。 

【上杉委員】 先ほどの御質問の際ご覧いただいたまさにそのページ、１０ペ

ージにありますように、この配置に関して地震調査研究推進本部の下の政策委

員会で議論がありましたのが平成２３年以降２４年にかけてでございます。２

５年にも議論がありますが、これは進捗状況についての報告が主で、観測網の

配置を大体決めてきたのが平成２３年度です。ですから、この事業のむしろ前

に議論をして、変更があったということではなしに、いわゆる推本と言ってお

りますけれども、そこでの議論からこういうところへ配置することが適当であ

るとなったわけです。もちろんＤＯＮＥＴのほうは、加速しなさいという議論

があり、それからほかの部分については、これを全部一度にはできないので、

それこそ優先順位というか、危険度といいますか、発生の時期というのが正確

にわかるかどうかは別として、ともかく緊急にしなきゃいけないところからと

いうことと、日本海溝のほうはまだ手もついていないので、これは急いで配置

しなければならないということで決まってきたというふうに聞いております。 

 いかがでしょうか。 

 それから３番目、これはいわゆるそういうことを決めるのが、いわゆる推本

になりますが、どこかに資料がありましたでしょうか。 

【井上企画官】 資料２の２５ページに推進本部の体制がございます。。 

【上杉委員】 青いファイルの資料２の２５ページというところに地震関係の、

津波関係も含めですが、全体の流れを統括する図が出ております。地震調査研

究推進本部というのは本部長、文部科学大臣。その下で全体を取りまとめてい

くという中のこの事業は、その中にあるというふうに御理解いただければと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

【河合委員】 第1,第3の点はわかりました。２番目の点、観測網については

ちょっとよくわからなかったのですけれども、つまり指摘事項としてこちらが

出したものが反映されたのかどうかという、そういう点なのです。 

【上杉委員】この評価専門調査会が観測場所を決める場所ではないわけです。

ですから、指摘事項というのは、この推本というところで決めるにあたって、

優先順位というか、日本海溝をやることについての議論が十分になされたかを

明らかにすべし、そしてその説明を十分すべしという形になります。 

 それに対する対応は、先ほども報告しましたように、ＤＯＮＥＴのほうは、
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既にしっかりやっていて、しかも前倒しもして加速もしているということで、

優先順位を落としているわけではない、のに対し、日本海溝のほうはまだ全然

手がついていないので、これは急いでやらなければいけないという状況という

説明でしたので、この評価専門調査会としては、それがちゃんと説明されてい

ますねという理解であったわけです。 

【久間会長】 個人的な推測ですが、配置に関しては、日本海溝に生かされる

まで南海トラフ地震の結果も出ていませんよね、多分。 

 どうぞ。 

【上野委員】 今の点は、フォローアップの会合でも本当に何度も議論になっ

たんですけれども、会合の場でも、またその後でも上杉委員ともお話をさせて

いただいて、もしかすると、１点追記できるのではないかと思う点は、皆様の

御指摘は、恐らく南海トラフのもっと南のほうに広げた海域についても、優先

順位を含めて具体的にどう進めていくのか計画を検討し、明らかにした上で進

めるようにという指摘事項に対応すべきということかと思いますが、その意味

では、検討したんですよということをここに書いておくべきではないかと思い

ます。これにつきましては私も説明を受けたんですけれども、地震調査研究推

進本部のほうで既に推進すべき対象としたところは、今もう整備を進めており

ますと。ただ、何度も皆様から御意見の出る南海トラフのもう少し南のほうに

広げた海域まで整備したほうがいいのではないかという部分については、今ま

さに地震調査研究推進本部で検討中であるということで、したがって、まだプ

ロジェクトに入れることはできないということだそうです。地震調査研究推進

本部で方針が決定されて、初めてプロジェクトにすることができるため、南海

トラフの広げた海域というのか、南のほうというのか、表現は定かではないん

ですが、そこの海域については、整備すべきという意見を踏まえて、ただいま

推進本部のほうで検討中であるということをひとこと書いておけば、こちらも

検討中ですが、まだ対策をとるべきと決まっていないから、対応していないの

だということが伝わるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【久間会長】 どうもありがとうございます。一言入れるようにします。 

 ほかに御意見、御質問ありましたらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほど上野先生から御指摘いただいた点を一文追加させていただ

きます。 

 上杉座長、どうもありがとうございました。 

 続きまして、課題２のほうに移らせていただきます。 

 国家的に重要な研究開発、再生医療の実現化プロジェクト及び地域イノベー
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ション協創プログラムの事後評価についてであります。 

 再生医療実現化プロジェクトにつきましては、平成１４年度に総合科学技術

会議において事前評価を実施し、その後のフォローアップを経て昨年度に研究

開発が終了したことから、本年度に事後評価を行うものです。 

 また、地域イノベーション協創プログラムにつきましては、平成１９年度に

総合科学技術会議において事前評価を実施し、その後のフォローアップを経て、

これも昨年度に研究開発を終了しましたので、今年度事後評価を行うものです。

これらの事後評価の進め方につきまして、事務局から説明をお願いします。 

【井上企画官】 ２件の事後評価案件につきまして、資料３と資料４を用いて

御説明させていただきます。資料３の参考、４の参考につきましては、後ほど

の質疑のためのものでございます。また、参考１、参考２という薄い、参考１、

平成１７年の本会議決定のペーパー、それから参考２、評価専門調査会決定の

ペーパーも御参照いただきながらという形で説明させていただきます。 

 まず、資料３を御覧ください。 

 「再生医療の実現化プロジェクト」、文部科学省の実施プロジェクトでござ

いますが、こちらの事後評価について、今後こういう形で進めさせていただき

たいという案をお示ししてございます。 

 まず「１．」に書いてございますとおり、平成１７年の総合科学技術会議決

定、「評価に関する本会議決定」と書いてございますが、こちらが参考１の資

料でございます。こちらにおきましては、当該研究開発が終了した翌年度に事

前評価を行った国家的に重要な研究開発について、当該研究開発が終了した翌

年度に事後評価を行うというふうにされていることでございます。 

 今回、この再生医療の実現化プロジェクトが２４年度をもって終了いたしま

したことを踏まえて事後評価を実施する、また評価に当たりましては、評価専

門調査会が調査・検討を行って、最終的には総合科学技術会議本会議で決定す

ることとしたいということでございます。 

 評価対象としてございます再生医療の実現化プロジェクトでございますけれ

ども、こちらにつきましては詳しい御説明は後ほどまた文部科学省のほうから

ございますので、簡単に概略御説明させていただきます。 

 再生医療のことでございますが、我が国が非常に強みのある分野でございま

す。先進諸国の取り組みにより競争が激化している中で積極的に推進し、実用

化を目指したいということで、次のページにも書いてございます平成１５年度

から１０カ年の計画で実施されてございます。 

 最初の５カ年につきましては、第Ⅰ期と言っておりますけれども、研究用幹

細胞バンクの整備、あるいは幹細胞の操作技術、治療技術の開発。第Ⅱ期では

ヒトｉＰＳ細胞の樹立を初めとする成果を踏まえて、拠点整備を含めた再生医
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療の実現を目指した研究を推進していく、こういった内容になってございます。 

 めくっていただきまして次のページに、平成１４年に総合科学技術会議とし

て事前評価を行い、また平成１６年度にフォローアップを行っているといった

ことでございます。文部科学省において、昨年度事後評価を終了してございま

す。 

続いて事後評価の進め方についてでございます。こちらにつきましては、参

考２を御覧いただけますでしょうか。 

 平成２１年１月の評価専門調査会決定におきまして事後評価におけます調査

検討の進め方について定めてございます。これに基づきまして今後調査検討進

めてまいりたいということでございます。 

 めくっていただきまして、実施体制につきましては、評価検討会を設置する

といったこと、また調査検討する事項ということについて、①から⑤の事項を

書いてございますが、これらを踏まえて、右の「５．評価の実施」に書いてご

ざいますとおり、実際の目標の達成状況、あるいは科学技術的・社会経済的・

国際的な効果の判定、あるいは波及効果の見込み、またマネジメントの妥当性

等の観点から実際の評価を行っていく、また、加えて今後の課題等についても

整理を行うと、こういった手法に基づいて進めたいという趣旨でございます。 

 それから、もとの資料３の「３．」に戻ってください。このペーパーに評価

専門調査会の決定に基づいて評価検討会を設置して調査検討を行うという前提

でございます。 

 その上で「４．検討会メンバー」につきましては、評価専門調査会長が、評

価専門調査会に属する議員・専門委員数名並びに外部の専門家・有識者数名を

指名し、選定を行うといった形で進めさせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

 また、実施スケジュールにつきましては、評価検討会をこの後２回程度開催

いたしまして検討を進めてまいりたいといったことで考えてございます。でき

れば年度末の評価専門調査会、また本会議において決定を図りたいと、こうい

ったスケジュールで進めたいと、こういった趣旨でございます。 

 また、資料４を御覧いただけますでしょうか。 

 おおむね記述している内容は同じところが多うございますので、もう一件の

プロジェクトについて、違うところを中心に御説明をさせていただきます。 

 「地域イノベーション協創プログラム」、経済産業省のプロジェクトでござ

います。 

 こちらにつきましても、事前評価を実施した研究開発でございますけれども、

２４年度をもって終了したといったことを踏まえて事後評価を実施したいとい

う趣旨でございます。プロジェクトにつきましては地域におけます産学官の共
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同研究開発を促進し、イノベーション創出、地域経済の活性化を図ると、こう

いった目的で、イノベーション創出の基盤形成事業といったことで、企業への

サポートをするための研究機関の相互連携による共同体を形成する。また、Ｔ

ＬＯ、技術移転機関への専門人材の配置による産学連携体制の強化を図ると。

こういったベースをつくった上でイノベーション創出研究開発事業といったも

ので実用化技術の研究開発等を推進していくと。こういった枠組みになってご

ざいます。 

 めくっていただきまして、実施期間につきましては、平成２０年度に着手し

て２４年度に終了しているといった形でございます。 

 そういった経緯でございますが、事後評価の進め方につきましては、先ほど

の案件と同様に評価検討会を設置して、同様に検討会メンバーにつきましては、

同様の方法で進めてまいりたいということでございます。 

 また、実施スケジュールにつきましては、現在経済産業省によってまだ事後

評価の取りまとめ作業を行っているというところございますので、先ほどのプ

ロジェクトに比べてスタートが少しおくれる可能性がございますが、同様に年

度末までに取りまとめたいとは考えてございますが、その進捗を踏まえて実施

してまいりたいというふうに考えてございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 ただいま説明しましたように、今後、本件の事後評価につきましては、評価

検討会を設置し、調査検討結果を取りまとめた後、本調査会で審議していただ

く手順でやらせていただきたいと思います。 

 この件に関しまして、何か御質問等ありましたらお願いします。 

 よろしければ、このとおり進めさせていただきます。 

 なお、評価検討会に参加いただく委員と外部有識者の人選につきましては、

座長の選任を含めて私に御一任させていただくということでよろしいでしょう

か。 

 どうもありがとうございます。 

 評価委員会に参加をお願いする委員につきましては、事務局を通じまして、

また御連絡させていただきますので、よろしくお願いします。 

 また、本日はそれぞれの実施内容につきまして、実施省から説明を伺いまし

て、委員の皆様の御意見を拝聴して、今後開催される評価検討会での検討に反

映させたいと考えております。 

 本日は、実施省であります文部科学省と経済産業省に出席していただいてい

ます。 

 最初に、再生医療実現化プロジェクトにつきまして、文部科学省から説明を
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お願いします。時間は、おおよそ説明１５分、質疑１５分、合わせて３０分で

予定していますので、よろしくお願いします。 

 説明は、文科省の研究振興局ライフサイエンス課の板倉課長です。それでは、

よろしくお願いします。 

【板倉課長（文部科学省）】 ありがとうございます。文部科学省のライフサ

イエンス課長の板倉でございます。 

 それでは、資料３の参考と書いております資料で御説明をさせていただきた

いと思います。 

 １ページめくっていただきまして、まず御承知の方も多いかもしれませんが、

「再生医療」という言葉でございますが、これは、病気やけがによりまして機

能不全となりました組織、臓器などを体外で調製しました細胞、組織などを用

いて再生をしていくという医療でございます。 

 この再生医療、最近ｉＰＳ細胞を用いた再生医療をマスコミなどでもよく報

道されておりますが、このプロジェクトが始まった当時は、まだｉＰＳ細胞は

発見されておりませんで、主に体性幹細胞といいます体の中にもともとある細

胞で増殖性のあるもの、あるいはその下のほうに書いておりますＥＳ細胞とい

う、これは受精卵由来の多能性細胞、さまざまな細胞に分化する細胞を用いた

研究がこの研究開始、プロジェクト開始当時、この材料としてございました。 

 このプロジェクトでございますが、次のページを御覧いただければと思いま

すが、開始されましたのは平成１５年でございますが、当時再生医療、非常に

注目されておりまして、我が国でも発生生物学、細胞生物学等々のポテンシャ

ルを有しておりましたが、この再生医療の実現化というものを目指して、世界

的な競争というものも激化されておりまして、我が国でも当時経済活性化のた

めのリーディングプロジェクトというプロジェクトが政府の中で進められてお

りまして、その中の１つとして１０カ年計画で再生医療を実現していこうとい

うプロジェクトを開始したところでございます。 

 政策的には第２期科学技術基本計画、あるいは分野別推進戦略におきまして

総合科学技術会議の計画の中にも位置づけられておるところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、実際のプロジェクトの中身でございますが、

まず平成１５年から平成１９年度の第Ⅰ期でございます。この第Ⅰ期では３つ

の目標がございました。 

 １つは、研究用のヒト幹細胞のバンクを整備しようということでございまし

て、これは研究の素材になりますヒトの臍帯血を用いた細胞を提供できる体制

を整備しようということでございます。 

 （２）、２番目は、幹細胞操作技術の開発でございまして、これは幹細胞を

用いてさまざまな細胞に分化をしていくといったような技術を開発しようとい
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うことでございます。 

 ３番目は、幹細胞による治療技術の開発ということでございまして、こちら、

脊髄損傷・パーキンソン病などの疾患を実際に治療していくための方法を研究

していこうという目標でございます。 

 実施体制は右の欄に書いておりますとおり、プロジェクトリーダーとして理

化学研究所の西川副センター長をリーダーといたしまして、あと研究推進委員

会が助言をするという体制でスタートいたしました。 

 それぞれの領域のリーダーは、バンク事業領域については東大の中内先生、

幹細胞操作技術については理研の笹井先生、治療技術の開発につきましては、

慶應大学の岡野先生がリーダーとなりまして研究機関、大学等の力を結集して

研究を進めてきたところでございます。 

 それで、第Ⅰ期の成果でございますが、こういった事業の中から平成１９年

にはヒトのｉＰＳ細胞を山中先生が樹立をしたという、これは非常に世界的な

成果が上がってございます。 

 また、バンク事業では、研究用の臍帯血の提供というものも開始をしたとこ

ろでございます。 

 それから、あと幹細胞の操作技術では、ヒトのＥＳ細胞からドーパミンを分

泌します神経細胞に分化をするということ、あるいはその右の欄に書いており

ます網膜色素上皮細胞の分化ということにも成功したところでございます。 

 次のページをおめくりいただければと思いますが、先ほど１９年に山中先生

のｉＰＳ細胞の確立のお話をさせていただきましたが、このｉＰＳ細胞は、そ

れまでさまざまな細胞に分化いたしますのは、ＥＳ細胞という受精卵由来の細

胞しかございませんでしたが、これは非常に倫理的問題もございまして、実際

の実用化に向けたハードル、倫理面でのハードルというものがございましたが、

山中先生のｉＰＳ細胞につきましては、ヒトの皮膚の細胞などに４つの遺伝子

を入れることでＥＳ細胞と同等に全ての細胞に分化できるという能力を有した

ものでございまして、これは受精卵を滅失させないということで、倫理面でも

ＥＳ細胞に比べて非常に実用化しやすいというものでございました。 

 このｉＰＳ細胞では、再生医療の応用とともに、例えば病気の患者の方から

いただいた細胞を使って薬のスクリーニング系をつくっていくということにも

活用できるという、新たな研究のテーマも広がりも見せてきたというところで

ございます。 

 次のページを御覧いただければと思いますが、次のページは第Ⅰ期から第Ⅱ

期の、これかなり事業が変遷をしてございまして、その経緯を書いたところで

ございますが、第Ⅰ期は今御説明したような事業を行っておりましたが、平成

１９年の１１月に山中先生がヒトのｉＰＳ細胞を樹立したということから、こ



－21－ 

ちら日本発の技術を何とか実用化していくというところに重点を置こうという

ことで、政府、文科省の中でもロードマップなどをつくって実用化に向けた研

究を強化したというところでございます。 

 次の９ページに第Ⅱ期の概要を記載してございます。 

 第Ⅱ期は、下の囲みにあるポンチ絵の４つの拠点を新たに整備いたしまして、

この４つの拠点でヒトのｉＰＳ細胞の実用化に向かった研究を集中的に取り組

んでいただくということでございました。下の個別研究事業につきましては、

第Ⅰ期からの継続として、細胞操作技術、治療技術の開発、それからバンク整

備事業を継続していただくという体制で再編成をいたしました。 

 また、この第Ⅱ期からＰＤ、ＰＯ制度を取り入れまして、プログラムディレ

クターには国立精神・神経センターの髙坂先生に御就任をいただいたというと

ころでございます。 

 次のページをおめくりいただければと思いますが、それぞれの拠点におきま

しては、例えば京大の拠点ではｉＰＳ細胞に関する標準化でございますとか、

あるいは疾患、病気の患者の方からいただきました細胞で薬のスクリーニング

系に使えるような細胞を確立するといったような研究などを重点的に取り組ん

だところでございます。 

 それから、次の１１ページが慶應大学でございますが、こちらでは脊髄損傷

に対する幹細胞治療の研究開発を中心に研究を進めてきたところでございます。 

 それから、もう一ページおめくりいただければと思いますが、理化学研究所

の拠点におきましては、こちらは細胞を立体的に培養するという技術を使いま

して、網膜ですとか脳の細胞、例えば網膜ですと６層の視神経をいわば重層的

に再現したような細胞を培養することに成功するというような成果を上げてご

ざいます。 

 次のページの東大の拠点でございますが、こちらでは血液系を中心に各種細

胞への分化でございますとか、臨床応用に向けた取り組みということを進めて

きたところでございます。 

 また１ページおめくりいただければと思いますが、次のページはⅠ期から引

き続きバンク事業、それから幹細胞の操作技術、また治療技術開発をそれぞれ

行ってきているというところでございます。 

 次の１５ページに第Ⅱ期の成果を記載してございますが、再生医療関係では、

ｉＰＳ細胞によります網膜変性疾患の治療法の開発、こちらが来年の夏には実

際にヒトに対する臨床研究に着手できると厚生労働省の承認を今年の夏にいた

だいたところでございまして、具体的な臨床応用への道が開けたというところ

でございます。 

 また、理研の拠点の立体培養技術もこちらの右上の写真にございますとおり、
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人工の網膜組織、複数の細胞から成る立体的な組織をつくることに成功したと

いうことでございます。 

 また、左下の標準化、京大の拠点の標準化関係では、今までｉＰＳ細胞をつ

くるためには４つの因子が必要でございましたが、そのうちの１つのｃ－Ｍｙ

ｃという遺伝子、これががん遺伝子であったので、これを使わずに別の因子で

ｉＰＳ細胞がつくれないかという研究を進めてきましたが、Ｇｌｉｓ１という

がん遺伝子ではない遺伝子を入れた４因子でｉＰＳ細胞をつくるということも

可能になったところでございます。 

 また、創薬のスクリーニング系の開発でも、この難病でありますＡＬＳの患

者の方からいただきました細胞を使いまして、ＡＬＳの治療薬の候補物質を見

つけたといったような成果が出たところでございます。 

 このプロジェクトにつきましては以上でございますが、飛ばしまして１８ペ

ージを御覧いただければと思います。 

 このプロジェクトで一例でございますが、山中先生の４因子でｉＰＳ細胞が

つくれるという基本特許は、現在こちらの地図にお示ししております２８カ国

１地域で特許を取得しているというふうな状況でございます。 

 １９ページを御覧いただければと思いますが、第２期の事後評価につきまし

て、文部科学省の科学技術・学術審議会で評価を行いまして、総評としては大

変すぐれているという評価をいただいたところでございます。 

 また、２番目の個別の目標の達成というところでございますが、ヒトのｉＰ

Ｓ細胞・ＥＳ細胞を対象とした革新的操作技術の開発という面につきましては、

ｉＰＳ細胞の標準化に向けて、先ほどのＧｌｉｓ１を使ったｉＰＳ細胞の確立、

樹立など、安全性を向上させたことは評価をされましたが、定量的に何を満た

せば造腫瘍性など、この水準であればいいというところまでは達していなかっ

たので、そこは今後しっかりやっていくことが必要であるという評価をいただ

いております。 

 また、ｉＰＳ細胞を活用した研究で前臨床研究の段階まで進めるというとこ

ろにつきましては、網膜、角膜、神経、心筋、造血細胞等で達成をしたところ

でございます。 

 また、研究用の細胞バンクにつきましては、こちらは臍帯血のバンクでござ

いますが、ｉＰＳ細胞の確立によりまして、若干位置づけが後退はしておりま

すが、このナショナルバイオリソースプロジェクトという生物資源を供給する

プロジェクトに移行したということも評価をされているところでございます。 

 また、次のページでございますが、この評価結果も踏まえまして文部科学省

の科学技術・学術審議会では、この中ほどにございますが、今後は臨床研究の

道が見えてきたというところもありますので、京大のｉＰＳ細胞研究所を中心
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として安全かつ効率的な再生医療用のｉＰＳ細胞をつくるということと、それ

から疾患別、組織別に責任を持って臨床応用を目指すような研究体制を構築す

べきという評価結果をいただいたところでございます。 

 もう時間もありませんので、２１ページからは総合科学技術会議におきまし

て事前評価をいただいたときに指摘された事項につきまして、着実に対応をし

ておるということの資料を添付させていただいたところでございます。 

 説明は、以上でございます。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関しまして、御意見、御質問等ありましたらお

願いします。 

 どうぞ。 

【上野委員】 第Ⅰ期のときに山中先生には、どのくらいの予算配分があった

のかということと、第Ⅱ期では、どのような配分になっているのかというのを

教えていただきたいのですけれども。 

【板倉課長（文部科学省）】 山中先生の予算配分につきましては、このプロ

ジェクト自身では、大体年間１，０００万で５年間で５，０００万でございま

すが、実はこちらのプロジェクトよりも─よりもと言ってはあれかもしれま

せんが、１７ページに山中先生のノーベル賞受賞に至るまでの経緯が記載して

ございまして、２００３年に山中先生がまだ奈良先端大学の助教のときに、Ｊ

ＳＴ、科学技術振興機構のＣＲＥＳＴに採択をされたところでございまして、

こちら比較的大型の研究費で年間数千万、１億近く配分をしたというところで、

こちらの金額のほうがメーンであったという事実はございます。 

 それで、実際に今度山中先生の第Ⅱ期になりまして、個人といいますより、

京大の拠点には３億から４億円程度の資金を配分してございます。 

【久間会長】 これは第Ⅱ期でいいですか。 

【板倉課長（文部科学省）】 第Ⅱ期でございます。 

【上野委員】 年間で、でしょうか。 

【板倉課長（文部科学省）】 はい、年間でございます。 

【久間会長】 よろしいですか。 

 ほかに御質問等。 

 どうぞ。 

【玉起委員】 資料の９ページですけれども、２期の予算額として平成２４年

度は４５億円、２３年度は３８億円と年度によって額がかなり変わっています。

理由を教えてください。 

【板倉課長（文部科学省）】 これにつきましては、その年々の予算状況とい

うものもございますが、平成２３年度から再生医療の実現化プロジェクトとは
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別に、臨床応用に集中的な支援をする再生医療の実現化ハイウェイプログラム

というものがスタートいたしまして、そちらに移行したものが出てきたという

ところで若干この増減がされているというところでございます。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 これからの評価検討会で評価すべき内容に関して御意見ありましたら、お願

いします。 

【上杉委員】 これは前から総合科学技術会議で議題になっていることですが、

事後評価においてアウトプットだけではなしにアウトカム、この場合ですと、

見るからにアウトカムが大変立派なものだと思いますけれども、その辺の評価

をしっかりしていただくことと、それから、そのアウトプットになり、アウト

カムがどうつながっていくかの追跡調査も重要なことなので、それをどうする

か、そういうあたりも御議論いただければというふうに思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

【板倉課長（文部科学省）】 わかりました。 

【久間会長】 どうぞ。 

【河合委員】 これはかなり一般論的な質問ですが、こういうプロジェクトで、

臨床応用とか創薬の可能性があるという記述はたくさんあるのですけれども、

それが一体具体的に本当にどこまで近づいているのかを示すような客観的指標

というものはあるのでしょうか。 

【久間会長】 では、文科省から。 

【板倉課長（文部科学省）】 客観的な指標でございますが、例えば、これは

今まだｉＰＳ細胞を用いた再生医療は、これはまだ世界どこでも実用化はして

ございませんで、今事実として言えますのは、厚生労働省の承認を受けたとい

う事実が理研の高橋政代先生の加齢黄斑変性という病気に対するｉＰＳ細胞を

用いた治療方法の臨床研究が来年の夏には始まるというところでございます。

このほかに体性幹細胞を使った研究ですと、このプロジェクトとはちょっと違

うんですけれども、もう既に実用化されて保険収載されているものもございま

すし、あるいはもう既に治験に入っているものもございます。 

 そういったところが具体的な目標になると思いますが、今その寸前まで来て

いるというところが今ｉＰＳ細胞を使った再生医療の状況というところでござ

います。 

【久間会長】 可能な範囲でいいですが、実用化までのプロセスのフローを評

価検討会で考えて、今ｉＰＳ細胞等はどの辺にあるかというのが書ければいい

です。可能な範囲で。 

【板倉課長（文部科学省）】 わかりました。 
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【久間会長】 ほかに御質問は。 

 どうぞ。 

【玉起委員】 先ほど御説明いただきましたように、Ⅰ期からⅡ期にかけて山

中先生のご発明がありましたので、Ⅱ期ではｉＰＳ細胞に集中された、そこに

かなり力を入れられたということがわかりました。また平成２３年度からハイ

ウェイプログラムというものを新たに設置された。研究の成果が出ることによ

って、プログラムをどのように柔軟に変更されていったかもお示しいただけれ

ばと思います。 

【板倉課長（文部科学省）】 わかりました。 

【久間会長】 ほかに御質問とか御意見とかありましたらお願いします。 

 どうぞ。 

【相澤委員】 これだけ大きなリーディングプロジェクトですので、非常に大

きな成果が上がったということと、もう一つ将来への広がりを見るために若手

の育成ですとか、ここにあります個別研究事業との関係等についても何か後の

参考になるような形で御議論をいただけるとよろしいかと思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。検討させていただきます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 高橋さん。 

【高橋委員】 このＰＤ、ＰＯを第２期からお願いしたということですので、

具体的にどういうお仕事をされたとか、御本人たちの感想でもいいんですけれ

ども、そうしたことも次の評価専門会では示していただければと思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【天野委員】 このｉＰＳ細胞の成果の展開に関しては、山中先生御自身の知

財に対する思いというのが、かなりあったと思うのですが、こちらのプロジェ

クトの中でも「知財戦略」というキーワードがかなり出てきますので、その全

体的な姿みたいなものも教えていただけるといいなと思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

【村越委員】 ここには大学の先生ですとか、各機関の関与された方々のお名

前が挙がっているんですけれども、多分民間の企業との連携もさまざまあった

んであろうと思います。その辺も含めて御提示いただければと思います。 

【久間会長】 どうもありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 ６つ、７つ、と課題が出ましたので、次の評価委員会がやりやすくなりまし
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た。どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの討議の内容を踏まえまして評価検討会において詳細な

検討を進めたいと思います。 

 引き続きまして、地域イノベーション協創プログラムについて、経済産業省

から説明をお願いします。 

 時間は、説明１５分、質疑１５分、合わせて３０分としております。 

 説明者は、経済産業省の地域経済産業グループ地域新産業戦略室の浜辺室長、

並びに産業技術環境局大学連携推進課の佐藤課長です。よろしくお願いします 

【浜辺室長（経済産業省）】 よろしくお願いいたします。御紹介いただきま

した経済産業省地域経済産業グループ地域新産業戦略室の室長の浜辺と申しま

す。 

 今回、御議論いただくプログラムにつきましては、もう一つ、２つの課に分

かれて執行してまいりましたので、大学連携推進課長の佐藤と私のほうで分担

して説明させていただきます。まず全体を通して私のほうから説明させていた

だきまして、個別について佐藤のほうからも説明をいただくこととしておりま

す。 

 お手元に資料ナンバー４の参考といったものがございますでしょうか。それ

を１枚おめくりいただきまして、この地域イノベーション協創プログラムの概

要というページがございます。ここの「目的」にも書かれておりますように、

このプログラムの目的は、産学官の共同の研究開発を促進して地域イノベーシ

ョンを創出することです。地域から新しい事業を起こすために、まず地域のイ

ノベーションを創出して、地域の経済活性化を図るということを目的としてお

ります。これで平成２０年度からこのプログラムを実施しておりまして、この

下に事業概要ということで４つの事業が挙がっております。新事業・新産業を

創出するために、まず研究機関の体制整備ということで左側のほうに「イノベ

ーション創出基盤形成事業」というのがございます。この中にある「地域イノ

ベーション創出共同体形成事業」と「創造的産学連携体制整備事業」という２

事業を実施しておりまして、地域の研究機関の体制整備や連携強化を図って企

業の技術課題の解決や共同研究の促進にするという土台をつくるというのが一

つございます。 

 もう一つは、右側の研究開発でありまして、実用化・事業化に向けた研究開

発に対する支援ということで、「地域イノベーション創出研究開発事業」と

「大学発事業創出実用化研究開発事業」です。名前は長いですが、産学官連携

の共同の研究開発支援と二段構えで事業を実施しておりました。 

 この事業の背景は、２ページ目を御覧いただきたいのですが、地域で企業が

研究開発を促進する上で研究機関大学・公設試、それぞれが課題を抱えていた
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ということでございまして、左側の下のほうを御覧いただきますと、各地域に

おいて、中小企業や中堅企業といった、大企業でないところも非常に重要な役

割を果たしているわけで、そうしたところが自前で最先端の設備機器をそろえ

ることは難しく、また、それぞれがいろいろな技術課題をどこの研究機関に相

談したらよいかわからないという課題があります。また、大学に直接相談する

のは敷居が高いというふうな問題もございます。 

 一方で、右上のほうですと、大学のほうでもまだまだ産学連携機能、あるい

は外部のＴＬＯ、技術移転機関との連携が不十分で地域の産業界、中小企業な

んかのニーズに十分に応えることができない。また、大学の規模によりまして

も、なかなか産業界のニーズに十分応えられない、こういった課題がございま

す。 

 これに応えていくために、まず公設試におきまして中小企業へのワンストッ

プサービスの窓口になる体制を整えていくと。具体的には、各研究機関が持っ

ているそういった設備投資や人事などの資源を相互活用して地域全体の技術レ

ベルを上げていこうという施策です。そのために共同体の形成事業を行うとい

うのもございますし、また大学のほうでも産業界からアプローチしやすい環境

を整えていくという必要があって、こちらのほうでも体制整備事業を行うとい

うことであります。 

 そういったものを整えた上で、この共同体の中に入っている公設試、大学、

ＴＬＯ、そして企業、これらが一体となって産学官の共同研究を活性化してい

くと。 

 これら４つの事業全体を総称して「地域イノベーション協創プログラム」と

いうことで進めてまいりました。 

 その次の３ページ目に実績が挙がっておりますけれども、まず体制整備のほ

うでまいりますと、上のほうの地域イノベーション創出共同体形成事業のほう

では、２０年度、２１年度、２年度で２０億円を使っておりますが、この９件

というのは地域単位で投じておりますので、実際には全国の公設試、１１０公

設試に１１７の設備を導入しまして、２２年度以降はそれら設備を地域の企業

に開放して研究開発に活用していただいているということでございます。 

 その下の産学連携の体制整備事業のほうでも２０年度から２４年度にかけて

約１４億円で全国のいわゆる承認ＴＬＯというところで産学連携体制の構築を

支援させていただいております。 

 その下の②イノベーション創出研究開発事業のほうですけれども、こちらの

ほうは平成２０年度から２２年度にかけて、約１７８億円の予算を投じまして

産学官連携による研究開発の促進、研究開発を支援してまいりました。 

 それから、大学発についても２０年度から２３年度にかけて５８億円。これ



－28－ 

は大学の有するすぐれた技術シーズを実用化するために特に企業と大学が連携

して行っているものということであります。 

 ２２年度、２３年度がバーになっておりますのは、新規採択は２１年度で終

わって２２年度以降は継続事業を行ったということでありまして、このプログ

ラム全体で約２７０億円の予算が投じられているということでございます。 

 その次は４ページ目以降につきまして、それぞれの事業の概要について個別

に御説明させていただきたいと思っております。 

 ４ページ目の絵を御覧いただきたいのですけれども、こちらの「地域イノベ

ーション創出共同体形成事業」では、地域のイノベーションを担うさまざまな

機関、公設試、産業支援機関、こういったものが入る広域的な連携組織の形成

を通じて、それぞれの研究機関の持つ人材とか試験研究機器とか研究成果を相

互に活用すると。こういう体制整備を助成するということでございまして、具

体的には、枠囲いの中の事業内容というのがございます。共同体の形成促進に

つきましては、各機関の活動についての総合調整や、研究成果や研究機器に関

するデータベースの作成や、研究成果のＰＲ、こういったものを行っておりま

すし、また技術支援共同事業ということでコーディネーターやエンジニア、こ

ういった専門知識を持つ人材を企業や共同体の中にある組織に派遣して技術支

援を行うということも行っております。 

 それから、「研究開発環境支援事業」につきましては、公設試に試験機器を

設置しまして、それを地域の企業に対して開放するということで、その過程を

通じて、それぞれの企業の技術開発の課題の解決に資するような試験や評価や

分析などの手法ができるようにするということを行っております。 

 事業スキームとしては、各地域ブロックに経済産業局がございまして、そち

らのほうで民間─共同体というものがあるわけですけれども、この中の核と

なる民間団体に補助率の１０分の１０で予算を出させていただいているという

形で進めております。 

 ５ページ目につきましては、大学連携課のほうから説明させていただきます。 

【佐藤課長（経済産業省）】 大学連携推進課の佐藤です。よろしくお願いい

たします。 

 ５ページ目の事業ですけれども、簡単に一言で申し上げるとＴＬＯの支援で、

資料にありますとおり、産学連携体制の構築、産学のリソースの有効利用、そ

れから技術シーズを基礎研究、応用研究、知財・標準などを含めて事業化に結

びつける、こういったものを担うのがＴＬＯであり、そのＴＬＯの支援を行い、

ＴＬＯの活動によって地域のイノベーションを支援することを目指すものです。 

 ＴＬＯができて１０年、１５年たっており、新しくできたりしておりますの

で、黎明期を支援するという観点が強い事業になっております。①はその中で
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広域活動を行うようなＴＬＯに対する広域の活動の支援でして、産学連携も１

対１ではなくて広域でのいろいろなシーズを集めて事業化、あるいはシーズを

ニーズにつなげていくことが重要です。そういう広域活動を行うＴＬＯに対す

る人材の育成活用、それから必要な経費として、人件費、旅費等の支援を行う

ものです。 

 ２番目は、技術移転の促進について、技術移転事業に必要な経費の一部補助

という、スタートアップの部分を５年間支援するということもやっておりまし

た。 

 ３番目は、海外出願の強化事業で、これは承認ＴＬＯが特許出願を海外に出

願する場合の費用の補助で、出願費、あるいは弁理士や翻訳料といったものを

補助したものです。 

 ４番目は、特定分野重点技術移転事業です。一言でいいますと、ＴＬＯの中

でもすぐれたＴＬＯにほかのＴＬＯの人材を育成してもらうというものでして、

すぐれたＴＬＯをスーパーＴＬＯとして位置づけて、そこに集まっていただい

て、技術移転の専門人材を集中的に育成するといった、研修費、あるいは講師

をお呼びするときの謝金、会議費等を補助したものです。 

 全体的に経産局を通じて承認ＴＬＯ等へ事業費の一部ろして３分の２を補助

しまして、これによってＴＬＯが順調に立ち上がり、技術移転活動がうまく立

ち上がってくることによって地域のイノベーションにつなげていくということ

を狙ったものです。 

 以上です。 

【浜辺室長（経済産業省）】 では、続きまして６ページ目でございますけれ

ど、プログラム構成事業の３番目であります地域イノベーション創出研究開発

事業の概要と実績について御説明いたします。 

 この目的は、産学連携の共同研究、こういったものを地域でどんどん行って

いくということで、そのノウハウの蓄積と、それを実用化につなげていく開発

力を向上していくと。それでもって、地域にそれまでなかった新しい産業と言

えるような製品やサービスを生み出していくということを目的としております。 

 この概要ですけれども、下の図にもありますように、先ほど御説明した共同

体の中から大学、高等専門学校、あるいは公設試験研究機関、民間企業がその

共同体の中からグループを形成しまして研究体をつくります。その中でプロジ

ェクト管理法人を決めまして、これもまた地域に密着した経済産業局のほうで

事業の提案公募を受けるということにしております。 

 採択された案件については、年度当たり１億円を上限として２年以内の事業

期間で研究開発支援を行ってきたというものでございます。 

 実績は申請件数が下の表で１，３９１件ございまして、そのうち採択された
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ものが２８１件。年度によってばらつきはありますけれども、大体競争率５倍

ということで、地域では、かなりよりすぐりの案件が選ばれているということ

であります。 

 また、そのうち実用化に至ったものをフォローアップして調べてみますと１

０８件ということでありまして、採択した案件のうち、約４割がこれはアウト

カムと言えるのではないかと思いますけれども、何らかの形で事業化、実用化

に至って売上を今上げつつあるという状況でございます。 

 それ以外のものはどうなっているかということにつきましては、事業ができ

ないということじゃなくて、まさに事業化に向けたプロセスを今踏んでいる。

例えば、設備投資のための資金調達でありますとか、あるいは販路を開拓して

流通のマーケットを乗せていくと。こういったことに取り組んでいるわけでご

ざいます。 

 続いて、７ページ、大学課が説明をいたします。 

【佐藤課長（経済産業省）】 ７ページの大学発事業創出実用化研究開発事業

を説明いたします。 

 先ほどの地域イノベーション創出研究開発事業がどちらかというと、企業主

体の企業の技術をメーンにした研究開発ということに対して、こちらは大学の

シーズをもとにして、それを民間企業との産学連携、実用化を行うという趣旨

の事業ですので、基本になるのは大学の技術ということになります。 

 したがって、概要にありますとおり、大学のすぐれた技術シーズを実用化す

るために連携して技術移転を行う組織や民間企業に対して支援を行うものです。 

 真ん中にスキーム図がありますが、これが全体というのではなくて、パター

ンが１と２あると思っていただきたいと思いますけれども、経産省からＮＥＤ

Ｏを通じてＴＬＯ、大学が研究主体となって民間企業と共同研究を行うパター

ン、まさに大学がイニシアチブをとっていくようなパターンと、それから経産

省、ＮＥＤＯを通じて民間企業に補助を出して民間企業が大学と共同研究を行

うようなパターン。いずれにしても大学の技術シーズをもとに事業化を行うと

いう狙いは同じですが、体制として２つのパターンがあるということです。 

 対象は、重点４分野等の技術で事業後３年以内に事業化できるものというこ

とで、３年以内に目標は事業化率が２５％、製品の販売が２５％程度の事業で

行われるということを目標にやってきた次第でして、補助としては１件当たり

１，０００万から１億円の３分の２補助で事業期間は１プロジェクトで３年と

いうことになっております。 

 実績は下にあるとおりでして、２０年度、２１年度での採択が５２件、残念

ながら、実用化がまだ１０％程度ですけれども、これは２４年度末の実績でご

ざいまして、３年以内というのはもう少し時間ありがますので、これから、ま
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たさらに調査をして現状を調べていきたいと思っております。 

 以上です。 

【浜辺室長（経済産業省）】 次に、この協創プログラムの４つの事業が実際

に展開されてきたのかということで、８ページ目に北海道の「バイオ産業クラ

スター」の例を取り上げさせていただいております。 

 北海道では御存じのとおり、北海道大学に健康科学や様々なバイオ研究のシ

ーズがございますし、また北海道自身、いろいろな農林水産の素材に富んでい

るわけでございまして、こういった広域的なネットワークでもって、北海道の

バイオ産業のクラスターを推進していこうということで、具体的には平成１４

年の７月にバイオ産業クラスター・フォーラムというのが設けられまして、ノ

ーステック財団という産業支援機関が事務局をやっておりますけれども、その

中には北海道大学、帯広畜産大学、ＴＬＯ、産総研北海道ｾﾝﾀｰ、北海道立の総

合研究機構など、いろいろな機関で共同体形成事業を実行しまして、いろいろ

な設備を公設試・研究機関に導入したり、また大学のほうでもＴＬＯの連携体

制整備事業を行います。 

 それらの体制でもって、北海道内のバイオ企業のネットワークを進めていく

ということなんで、特にこの産業クラスターでは、道外の商社やベンチャーキ

ャピタル、金融機関、バイオ企業のパートナーとなるような企業群という、道

外パートナーズというのも別途設けておりまして、それらでもって北海道の中

で生み出されるバイオ製品の販路拡大を目指してきたということでございます。 

 したがって、そういう出口を目指して、左側にございますような地元のバイ

オ企業、北海道システムサイエンスとか丸共水産とか池田町ブドウ・ブドウ酒

研究所とか、こういったところが先ほど申し上げた産学官連携の研究開発の主

体となって、こういった大学や公設試と連携しながら技術開発に取り組んでき

たということでございます。 

 具体的に、下に３つほど製品化に至った商品が挙がっておりますけれども、

丸共水産と北海道立総合研究機構と北大が一緒になってつくった機能性素材の

入ったオリゴ糖ですとか、ブドウ酒の研究所と帯広畜産大学が日本甜菜製糖と

いうことで、ビートです。ビートの糖蜜、なかなか有効利用できなくて困って

いたということでしたが、それをもとに十勝産のリキュールをつくったり、さ

らに、よりサイエンスの色彩は強くなりますけれども、北海道システムサイエ

ンスとプライマリーセル、あるいは北海道大学のほうで腸内細菌のゲノム解析

の受託サービスなんかも始められるようになったということで、現在もそれぞ

れ年間で数千万円ぐらいの、投じた研究費を上回るぐらいの実績を今上げつつ

あると。こういった状況でございます。 

 まだまだほかにもこういった例はあるのですけれども、時間の関係もござい
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ますので、説明は以上とさせていただきます。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほどの案件と同じように御質問、それから評価検討会でどうい

ったことを議論すべきか含めて御意見等いただければと思います。 

 どうぞ。 

【射場委員】 期間が２年とか３年で３－３の事業だと実用化率はどうですか。

３割から４割あって、３－４の事業だと１割というのは、民間で研究開発して

いる立場から見ると、結構すごいなと思います。 

 これ単に率だけではなくて、８ページの事例のように、中身、何か実用化し

そう。本当に投入した資金で行った研究開発が実用化に寄与したかどうかみた

いな視点もあると思いますし、先ほど御説明で８ページの事業だと投入した資

金よりも大きいアウトカムが得られたみたいな御説明もあったんで、それの全

体像というか、事例を何件か挙げてもらってするほうが事業の価値がより出る

と思いますので、お願いします。 

【久間会長】 どうもありがとうございます。 

 白井さん、どうぞ。 

【白井委員】 この事業によって得られた成果というのはいろいろ書かれてい

ますが、特に基盤創出事業などは、補助金がついている間はいろいろ活動され

るけれども、補助金がなくなって事業期間が終わると急にしぼんでしまうとい

うことがあります。 

 こうした事業はブースターですから、補助金がついているときにブーストを

して、その後は定常的な費用の中で共創活動を継続する、あるいは新たに組ん

だネットワークの中で新たな国プロを提案していくというような、そういった

継続性が重要だと思います。そうした継続性を担保する仕組みがこの事業の中

に組み込まれたのかどうかを評価していただければいいんじゃないかと思って

おります。 

 以上です。 

【久間会長】 今の質問は答えられますか。 

【浜辺室長（経済産業省）】 はい。 

 共同体形成の事業が短期間で終わってしまって、その後どうなっているのか

という指摘ございましたけれども、まさに、一旦ハードの先端の設備を入れま

すと、それを活用して、後々の下にある産学官連携の研究開発に使っていった

と。ですから、共同体であらかじめ入れたハードのインフラを、設備のインフ

ラをその後の研究開発で生かさせていただいているということでございます。

予算としては２年度にとどまっていますけれども、それはオープンイノベーシ

ョンということで、地元の企業に開放されて生かされているというふうに理解
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いただければと思っております。 

 最近また補正予算、２４年度も２５年度もございましたけれども、公設試の

ほうでこういった機械が古くなって最近の技術革新に中小企業がキャッチアッ

プする。そういった機会を与えられていないという問題認識もお持ちでして、

そこの継続性については私ども役所の担当課のほうでは、今度補正予算で何と

かお願いしてみようかというふうな、そういった機動的なアクションはとるこ

ととしております。今回御評価いただく機会も与えられましたので、しっかり

となぜ実用化に至っていないものがあるのかということも要因分析した上で次

の施策を打っていきたいというふうに思っております。 

【久間会長】 よろしいですか。 

 ほかに。 

 上野さん。 

【上野委員】 この事業はプログラム全体としての評価を総合科学技術会議で

は行うということだと思いますが、それぞれの事業の特性が非常に異なるので、

難しいなと感じておりまして、実際にどのようにするのでしょうか。経済産業

省と事務局とどちらに伺ったらいいのかわからないのですけれども、本プログ

ラムは、４つ事業があるということで、地域イノベーション創出共同体形成事

業と、創造的産学連携体制整備事業と、残りの２つが研究開発事業で、今まで

総合科学技術会議の評価専門調査会で扱ってきている研究開発の評価に近いの

は、この残りの２つの研究開発事業だと思います。共同体形成事業として、例

えば公設試に設備を入れたことですとか、あるいは創造的産学連携体制整備事

業ということでＴＬＯ等の専門人材の活動支援といったこと、そのこと自体を

どのように評価するのでしょうか。また、個別の事業の評価とこのプログラム

全体の評価とをどのように切り分けるのか、あるいは全体としてどのように捉

えるのか、何をもって各事業やプログラム全体を評価するのかというところが、

本事業はなかなか難しいと感じながらお話を伺っておりました。 

【久間会長】 ４つについて費用対効果といいますか、どれだけ投入してどう

いったアウトプットやアウトカムが出てきたかを評価すべきだと思います。 

 総合科学技術会議として、４つをどう評価していくかは、これから座長も決

めていきますので、後日検討させてください。 

 当然、経産省が一次評価すべきですけれども、我々は二次評価をどのように

行うか、それは検討させてください。 

 ほかに御質問あれば。 

 どうぞ。 

【松岡委員】 目的の中に地域経済の活性化というのが入っていますので、こ

の事業からどの程度の支援がどの地域にどの程度行われたかというのがわかる
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ような日本地図があって、そこに程度がわかるような資料というものが作成で

きませんでしょうか。 

【浜辺室長（経済産業省）】 地域ごとに、どの事業で幾ら投じられているか

とか、具体的にどのようなプロジェクトが上がってきたかは全部把握できてお

りますので、今度来年度入ってからの本格評価の前に、できるだけそういうの

をお示しできるような材料を用意させていただきたいと思います。 

【久間会長】 事業をやられた方は多分御存じでしょうけれども、２年、３年

で大きな事業になることは、ほとんどありません。だから、どれだけ予算を使

って、この期間内に出てきたアウトプットのみを評価するのではなく、ｉｎｇ

でどれだけ事業が育ちつつあるかも含めて、評価したいと思います。 

 どうぞ。 

【上野委員】 先ほど質問の形で投げかけさせていただいてしまったのですけ

れども、もし、可能であれば、このプログラムの評価方法として、１つの案を

提案させていただきたいと思います。説明資料の最後に北海道の例が出ていま

して、北海道の例ですと、地域イノベーション創出共同体形成事業で導入した

機器を使って、２種類の研究開発事業が行われ、また創造的産学連携体制整備

事業でＴＬＯ等の活動により研究開発事業の産学連携が活性化して、しかも北

海道地域で採択された研究開発事業１９件はバイオ関係で、北海道地域という

ところで統一した目的のもとに機器の整備から人材の派遣、研究開発までが一

貫して行われて、北海道地域でバイオ産業の活性化という方向に効果が出てい

るという絵になっていて、とてもいいと思います。そこで、できれば９つの地

域ごとに、この４つの事業、実際上は実施主体もＮＥＤＯが入っていたり、経

済産業省直轄であったり、また、設備導入も、本事業に限らず、過去に公設試

に導入された機器も地域企業には開放されており、この事業で導入された機器

とそうではない機器とで開放度合いに違いがあるわけではないと思いますので、

むずかしいところもあると思いますが、この４つの事業を一まとまりとして、

この地域の産業を活性化するために、４つの事業をうまく組み合わせて、こう

いう方向に目的を定め、目標を持って進めた結果、このような成果が出ました

というような、そういった評価ができると、本プログラム全体の効果を説明し

やすいのではないかと思います。研究開発事業ですと、幾ら研究費を使ってど

のぐらいの人が働いて、どのくらいの売上が上がったかなど評価しやすいので

すが、設備を導入したとか、専門的な人材を派遣して謝金と交通費を負担した

といったことについて、評価はとてもしづらいと思うので、できれば研究開発

と結びつけて、地域ごとに４つの事業を一体化して捉えて各地域でどのぐらい

イノベーション創出にこの４つの事業が結びついたのかという観点で評価して

いくといいのではないかと思います。 
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【久間会長】 理想的にはそうですけれども、４つを全部くっつけて、こうい

ったアウトプットを出しますというと、形のみのでっち上げの資料になりがち

です。事業は、そういうものじゃないです。 

 だから、事業ではこういった成果が出て、こういった人材も育成したという

正直ベースで成果をまとめたほうがいいと思います。 

 ほかに。 

 上杉先生。 

【上杉委員】 今のお二人の質問というか、提案とも重なる部分があるんです

けれども、例えばユーザー、地域企業というのがどう入ったらいいかわからな

いとかということも発端の一つにあったと思うんです。これをやるに当たって、

どういう形で周知して、そして先ほど大変たくさんの応募があったと言います

けれども、そういう形であった応募の中からどういう基準で採択してとか、そ

ういったあたりが検討会の中で御説明いただけると、流れが理解しやすいのか

なというふうに思いましたので、その辺も御検討いただければと思います。 

【久間会長】 よろしいですか。 

 では、次どうぞ。 

【村越委員】 先ほどの費用対効果の検証は、多分されると思いますけれども、

研究開発事業のほうは、わかりやすいのであろうと思います。 

 今座長からの御指摘もあったように、二、三年ですぐに成果が上がるもので

はないという御指摘もごもっともだと思います。提案書にはこのぐらいの将来

性があるといったことが多分書かれており、それで採択をされていると思いま

すので、例えば提案時の１０年後の費用対効果の目標というような考え方があ

るのではないかというのが１つです。 

 それから、基盤形成事業のほうは例えば地域イノベーションは２１年度で終

わっております。果たしてこれまでの１８件で足りたんであろうか。あるいは

もっと違うフェーズになるかもしれませんし、継続する必要があるかもしれま

せんし、地域として足りない、あるいは余り整備が行き届かなかった地域や分

野があるかもしれないので、果たしてこれで十分であったか、もっとやらなけ

ればいけないことがあるのかもしれないというようなことも含めて積極的に今

後の展開も考えた評価があっていいのではないかというふうに思います。 

【久間会長】 おっしゃるとおりだと思います。 

 では、回答をお願いします。 

【浜辺室長（経済産業省）】 研究開発に比べて、基盤形成事業のアウトカム

をどう評価するのかという御意見・御指摘をいただいておりますけれども、

我々のほうでも導入した設備が何件ぐらい地域の企業に利用されているかとい

うのは、今手元に詳しい数値はありませんが、きちんと把握しておりますので、
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それがいかに有効活用されているか。まずは回数です。アウトプットかと思い

ますけれども、そこはきちんとお示しすることができるかと思っております。 

 それで、これで本当に足りたのかと言われると、私もこれは、もうちょっと

しっかりやる必要があるのではないか常々思っておりますので、そういったと

ころもきちんとお示しできればと思っております。 

 研究開発についても、きちんと採択基準というか、審査基準は設けて、それ

から経産局の中に審査委員会を設けて専門家の先生方に将来性なんかも見てい

ただいた上で採択しておりますので、そういった点。 

 実際、実用化すべきでも採択時に示した目標には実は余り達していないので

はないかという可能性もありまして、そういった点も含めて、なかなか作業の

関係もありますけれども、材料をお示しできればと思っています。 

【久間会長】 可能な範囲でよろしくお願いします。 

 では、河合さん。 

【河合委員】 ２ページにある概要を拝見しますと、大学に関してもこのプロ

グラムによって産業界との連携により大学自身の発展というのが目的の一つと

して挙げられていると思うのですけれども、具体的に発展というのが何を意味

するのでしょうか。私の関係している基礎研究分野ですと、例えば論文をたく

さん書けるような研究力が上がるであるとか、あるいは人材を送り出すとか、

そういうことで大学の力というのは測られるわけですけれども、この場合には

どういう指標でもってそれを測ろうと考えていらっしゃるのか。そこをお伺い

したいと思います。 

【久間会長】 では、お願いします。 

【佐藤課長（経済産業省）】 指標の議論は、実は今継続して我々内部で議論

しています。一般論で申し上げると、産学連携、特に、工学分野が中心になる

かと思っておりますが、産業界と大学の間に落ちているいろいろな課題という

のが恐らくあって、産学連携活動を通じて、そういう課題が明確化し、大学に

もフィードバックし、そして、その研究がまた産業界にもフィードバックする

というような相互の連携体制というか、相互の発展というものを一般的にはで

きればいいかなと思っています。そして、それが産学連携の１つの大きな大学

側に対しての発展のポイントになるかと思っています。 

 では、具体的にはそれをどうやって図るのかというと、例えば特許で図るべ

きではないか。あるいは実用化率で図るべきではないかというように議論があ

りますけれども、これは別途現在検討しておりますので、またいずれかの機会

に御報告させていただければと思っている次第です。 

【久間会長】 これはあくまでも地域イノベーション創出を目的としたもので

すから、先ほど申し上げましたように実際に産業としてどういうものが出てき



－37－ 

たか、あるいは出てくるかといったことと、それからもう一つ、基盤技術が大

切で、各地域で次のイノベーションを起こすための技術がどれだけ蓄積されて

いるか可能な限り評価すべきだと思います。 

 どうぞ。 

【高橋委員】 今のは指標の一つとして、ユーザーである地域企業がどう評価

しているかというような調査はされているのでしょうか。もし、されていなけ

れば、今からでもしてほしいと思います。 

【久間会長】 どうぞ。 

【浜辺室長（経済産業省）】 これまで実施された研究開発事業のフォローア

ップ調査をさせていただくことになっておりますので、その中で今実用化に至

っていないものが今どんなステータスにあって、何が課題になって残っている

のかと。そうした中でできるだけ企業の皆さんの声、事業化に結びついて非常

によかったということなのか。あるいはこれだけじゃ足りなくて、もう少し別

のフェーズでの支援が必要だとか、そういった満足度というか、声も集められ

ないか事務方と相談してみたいと思います。 

【久間会長】 満足度と不満の声も集めて。 

 では、最後でよろしいですか。天野さん。 

【天野委員】 ずっとお話伺っていて思ったのですが、この共同体形成事業の

成果というのが事業内容で４ページ目に①、②、③と書いてありますけれども、

先ほど経産省の方の説明の中に、評価委員会を設けられたというお話がありま

したよね。多分、それも大きな成果の一つなのではないかと思います。 

 いろいろな委員の方のご意見にもありましたが、予算が終わったら地域イノ

ベーションに向けての動きも終わってしまうのではないかというのは、多分①、

②、③だけであれば、そういうことになると思うのですけれども、経産省の中

にそういう受け皿ができて、今後続いていくということが多分①の形成事業の

中の一番大きな─現時点ではですが―成果かなという気がして話を聞いてい

ました。 

 それと、先ほど射場委員もおっしゃいましたけれども、３年で成果出して評

価までするなんていうのは、産業界ではあまりないと思います。もしその中で

評価が出せるようなものがあるとすると、多分相当小さい成果だと思います。

なので、地域イノベーションを起こすようなきちんとした成果に関しては、委

員長がさっきおっしゃったように、途中経過をどういうふうに判断していくか

ということに尽きるのではないかと思いました。 

【久間会長】 ありがとうございます。何か御意見ありますか。 

【浜辺室長（経済産業省）】 先ほど評価委員会と申し上げましたのは、実は

こちらの評価委員会のことでございまして、こういう機会をいただいたので、
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我々も改めて両課でよく連絡をとって過去の政策を省みて反省するというか、

それで新しいのにつなげていきたいと思っております。 

 それと、あと短期間で成果が上がるものは、実用化ということを意識して、

かなり確実にヒットが打てるものを選んできた可能性もございまして、むしろ

まだ事業化されていないもののほうが将来性という意味では大きいものもある

かもしれませんので、事業化したものがよくて、そうじゃないものがだめとい

うことではなくて、もうちょっと視点を長くとって評価というか、考えていく

ようにしたいと思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 地域イノベーションは非常に重要なテーマですので、今までやってきたプロ

ジェクトの成果を、良い点も悪い点も正しく評価して、次につなげる評価をし

ていただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの討議の内容を踏まえて、評価検討会におきまして、よ

り詳細な検討を進めていきます。ありがとうございました。 

 最後に、議題３のその他について事務局から説明をお願いします。 

【井上企画官】 その他としてございますが、資料５を用意してございます。

それから、資料５の参考という１枚のカラーのものをおつけしてございます。

資料５を御覧ください。 

 「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」、農林水産省の事業で

ございます。こちらの事業につきましては、いわゆる競争的資金制度の活用と

いったことで、実際に農林水産、あるいは食品産業の現場での技術的課題の解

決に向けた実用技術の開発を推進するということで、平成１９年度にＣＳＴＰ

で事前評価を実施しております。 

 こちら当初２０年度から２７年度までの計画で開始されたものですが、その

後、計画の見直しがなされて２４年度に終了してございます。こちらの事業に

つきましては、もう一点、その下に「一方」と書いてございますが、「イノベ

ーション創出基礎的研究推進事業」、これが相互に密接に関連する事業として

ございまして、同様に１９年度に事前評価を行って、２４年度から２７年度ま

での計画で開始されたと。これはまだ続いておりまして、一応今年度終了する

予定となってございます。イノベーション創出基礎的研究推進事業につきまし

ては、技術革新のもととなる技術シーズの開発ということで、むしろ基礎研究

的な内容でございます。もとのほうの新たな農林水産政策の事業につきまして

は実用化技術ということで、基礎・応用段階と実用化段階といったものを相互

に連携しながら一体的に進めてきたというプロジェクトでございます。 

 こちらの２つにつきましては、実は「２．事後評価について」というところ
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で書かせていただいておりますが、別表の資料５の参考も見ていただければと

思いますが、同時に評価を行いました事前評価については、共通の評価検討会

を置いて事前評価を行い、フォローアップも同様に一体的に進めてきたという

ものでございます。 

 今回、２つのプロジェクトのうち、新たな農林水産政策を推進する事業のほ

うが先に終了してしまいまして、従来であれば、今年度に事後評価を行うべき

ところでございますが、一体的に事後評価を行うことが効果的と考えられます。

もう一つのイノベーション創出、こちらのほうが今年度終了しますので、結論

として、２つの評価を一体的に行ってはどうかというふうに考えてございます。 

 めくっていただきますと、裏のページに具体的なことを書いてございますが、

特に実際の成果による効果の発現とか、実際に連携してマネジメントを行った

と、こういった連動する内容が多々含まれていることから、当然まとめて評価

することが適切かつ効率的ではないかといった観点から、次年度において両案

件の事後評価をまとめて一体的に進めさせていただくということで、本専門調

査会としての御承認をいただきたいと、こういう趣旨でございます。 

 以上でございます。 

【久間会長】 ありがとうございます。ただいまの説明に関しまして質問等あ

りましたら、お願いします。 

 よろしいですか。どうもありがとうございます。 

 それでは、特段御質問がないようですから、このように進めさせていただき

ます。 

 以上で本日予定していました議事は全て終了しましたが、全体を通しまして

何か御意見等ありましたら、お願いします。 

 それから、本日の配布資料は全て公開することにいたしますので、御承知く

ださい。 

 それでは、最後に今後の予定について事務局から説明をお願いします。 

【井上企画官】 次回の評価専門調査会でございますが、特段の情勢変化がな

い限りでございますが、来年の３月の開催を目途と考えてございます。また別

途事務局より日程を調整させていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして閉会とさせていただきます。本日は、どうもありがとうご

ざいました。 

－了－ 

 


